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（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用

語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成

男
女
が
、
社
会
の

対
等
な
構
成
員
と
し
て
、
自
ら
の
意
思
に
よ
っ
て
社

会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
活
動
に
参
画
す
る
機

会
が
確
保
さ
れ
、
も
っ
て
男
女
が
均
等
に
政
治
的
、

経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
利
益
を
享
受
す
る
こ

と
が
で
き
、
か
つ
、
共
に
責
任
を
担
う
べ
き
社
会
を

形
成
す
る
こ
と
を
い
う
。

二

積
極
的
改
善
措
置

前
号
に
規
定
す
る
機
会
に
係

る
男
女
間
の
格
差
を
改
善
す
る
た
め
必
要
な
範
囲
内

に
お
い
て
、
男
女
の
い
ず
れ
か
一
方
に
対
し
、
当
該

機
会
を
積
極
的
に
提
供
す
る
こ
と
を
い
う
。

（
男
女
の
人
権
の
尊
重
）

第
三
条

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
は
、
男
女
の
個
人

と
し
て
の
尊
厳
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
こ
と
、
男
女
が
性
別

に
よ
る
差
別
的
取
扱
い
を
受
け
な
い
こ
と
、
男
女
が
個

人
と
し
て
能
力
を
発
揮
す
る
機
会
が
確
保
さ
れ
る
こ
と

そ
の
他
の
男
女
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
る
こ
と
を
旨
と
し

て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
社
会
に
お
け
る
制
度
又
は
慣
行
に
つ
い
て
の
配
慮
）

第
四
条

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
当
た
っ
て
は
、

社
会
に
お
け
る
制
度
又
は
慣
行
が
、
性
別
に
よ
る
固
定

的
な
役
割
分
担
等
を
反
映
し
て
、
男
女
の
社
会
に
お
け

る
活
動
の
選
択
に
対
し
て
中
立
で
な
い
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
に
よ
り
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
を
阻
害
す

る
要
因
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
社

会
に
お
け
る
制
度
又
は
慣
行
が
男
女
の
社
会
に
お
け
る

活
動
の
選
択
に
対
し
て
及
ぼ
す
影
響
を
で
き
る
限
り
中

立
な
も
の
と
す
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
政
策
等
の
立
案
及
び
決
定
へ
の
共
同
参
画
）

第
五
条

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
は
、
男
女
が
、
社

会
の
対
等
な
構
成
員
と
し
て
、
国
若
し
く
は
地
方
公
共

団
体
に
お
け
る
政
策
又
は
民
間
の
団
体
に
お
け
る
方
針

の
立
案
及
び
決
定
に
共
同
し
て
参
画
す
る
機
会
が
確
保

さ
れ
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
家
庭
生
活
に
お
け
る
活
動
と
他
の
活
動
の
両
立
）

第
六
条

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
は
、
家
族
を
構
成

す
る
男
女
が
、
相
互
の
協
力
と
社
会
の
支
援
の
下
に
、

子
の
養
育
、
家
族
の
介
護
そ
の
他
の
家
庭
生
活
に
お
け

る
活
動
に
つ
い
て
家
族
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を
円
滑

に
果
た
し
、
か
つ
、
当
該
活
動
以
外
の
活
動
を
行
う
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
、
行
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
際
的
協
調
）

第
七
条

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
が
国
際
社

会
に
お
け
る
取
組
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
こ
と

に
か
ん
が
み
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
は
、
国
際

的
協
調
の
下
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
の
責
務
）

第
八
条

国
は
、
第
三
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
男
女

共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
（
以
下

「
基
本
理
念
」
と
い
う
。）に
の
っ
と
り
、
男
女
共
同
参

画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
（
積
極
的
改
善

措
置
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）を
総
合
的
に
策
定
し
、
及

び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
九
条

地
方
公
共
団
体
は
、
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
し
、
国
の
施

策
に
準
じ
た
施
策
及
び
そ
の
他
の
そ
の
地
方
公
共
団
体

の
区
域
の
特
性
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施

す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
国
民
の
責
務
）

第
十
条

国
民
は
、
職
域
、
学
校
、
地
域
、
家
庭
そ
の
他

の
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、
基
本
理
念
に

の
っ
と
り
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
寄
与
す
る

よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
制
上
の
措
置
等
）

第
十
一
条

政
府
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促

進
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
又

は
財
政
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
年
次
報
告
等
）

第
十
二
条

政
府
は
、
毎
年
、
国
会
に
、
男
女
共
同
参
画

社
会
の
形
成
の
状
況
及
び
政
府
が
講
じ
た
男
女
共
同
参

画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
報

告
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

政
府
は
、
毎
年
、
前
項
の
報
告
に
係
る
男
女
共
同
参

画
社
会
の
形
成
の
状
況
を
考
慮
し
て
講
じ
よ
う
と
す
る

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を

明
ら
か
に
し
た
文
書
を
作
成
し
、
こ
れ
を
国
会
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に

関
す
る
基
本
的
施
策

（
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
）

第
十
三
条

政
府
は
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促

進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
計
画
的
な
推
進
を
図

る
た
め
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す

る
基
本
的
な
計
画
（
以
下「
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
」

と
い
う
。）を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に

つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

総
合
的
か
つ
長
期
的
に
講
ず
べ
き
男
女
共
同
参
画

社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
大
綱

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
男
女
共
同
参
画
社

会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計

画
的
に
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

３

内
閣
総
理
大
臣
は
、
男
女
共
同
参
画
審
議
会
の
意
見

を
聴
い
て
、男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
の
案
を
作
成
し
、

閣
議
の
決
定
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
閣
議
の
決

定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
男
女
共
同
参
画
基

本
計
画
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

前
二
項
の
規
定
は
、
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
の
変

更
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
都
道
府
県
男
女
共
同
参
画
計
画
等
）

第
十
四
条

都
道
府
県
は
、
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
を

勘
案
し
て
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
お
け
る
男
女
共

同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
つ
い
て

の
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
都
道
府
県
男
女
共
同
参
画

計
画
」
と
い
う
。）を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
男
女
共
同
参
画
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

都
道
府
県
の
区
域
に
お
い
て
総
合
的
か
つ
長
期
的

に
講
ず
べ
き
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に

関
す
る
施
策
の
大
綱

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
の
区
域

に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関

す
る
施
策
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め

に
必
要
な
事
項

３

市
町
村
は
、
男
女
共
同
参
画
基
本
計
画
及
び
都
道
府

県
男
女
共
同
参
画
計
画
を
勘
案
し
て
、
当
該
市
町
村
の

区
域
に
お
け
る
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に

関
す
る
施
策
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
計
画
（
以
下
「
市

町
村
男
女
共
同
参
画
計
画
」
と
い
う
。）を
定
め
る
よ
う

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
都
道
府
県
男
女
共
同
参

画
計
画
又
は
市
町
村
男
女
共
同
参
画
計
画
を
定
め
、
又

は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
九
十
五
条
の
二
第

三
項
」
を
「
第
九
十
五
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
項
中
「
第
九
十
七
条
の
二
第
三
項
」を「
第

九
十
七
条
の
三
第
三
項
」
に
改
め
る
。
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第
七
十
八
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画
社
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基
本
法
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画
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す
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第
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第
三
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審
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第
二
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一
条
e

第

二
十
六
条
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附
則

我
が
国
に
お
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
に
個
人
の
尊
重
と

法
の
下
の
平
等
が
う
た
わ
れ
、
男
女
平
等
の
実
現
に
向
け

た
様
々
な
取
組
が
、
国
際
社
会
に
お
け
る
取
組
と
も
連
動

し
つ
つ
、
着
実
に
進
め
ら
れ
て
き
た
が
、
な
お
一
層
の
努

力
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
少
子
高
齢
化
の
進
展
、
国
内
経
済
活
動
の
成
熟

化
等
我
が
国
の
社
会
経
済
情
勢
の
急
速
な
変
化
に
対
応
し

て
い
く
上
で
、
男
女
が
、
互
い
に
そ
の
人
権
を
尊
重
し
つ

つ
責
任
も
分
か
ち
合
い
、
性
別
に
か
か
わ
り
な
く
、
そ
の

個
性
と
能
力
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
男
女
共

同
参
画
社
会
の
実
現
は
、
緊
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
か
ん
が
み
、
男
女
共
同
参
画
社
会

の
実
現
を
二
十
一
世
紀
の
我
が
国
社
会
を
決
定
す
る
最
重

要
課
題
と
位
置
付
け
、社
会
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
、

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
推

進
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
つ
い
て
の
基

本
理
念
を
明
ら
か
に
し
て
そ
の
方
向
を
示
し
、
将
来
に
向

か
っ
て
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
国
民
の
男
女
共
同
参
画

社
会
の
形
成
に
関
す
る
取
組
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推

進
す
る
た
め
、
こ
の
法
律
を
制
定
す
る
。

第
一
章

総
則

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
男
女
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
か

つ
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
で
き
る
豊
か
で
活

力
あ
る
社
会
を
実
現
す
る
こ
と
の
緊
要
性
に
か
ん
が

み
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
関
し
、
基
本
理
念

を
定
め
、
並
び
に
国
、
地
方
公
共
団
体
及
び
国
民
の
責

務
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
男
女
共
同
参
画
社
会

の
形
成
の
促
進
に
関
す
る
施
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を

定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
を

総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。

�


